
監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表 

 

 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、市長から通知があ

りましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により、次のとおり公表します。 

 

 

  令和２年５月２７日 

 

 

印西市監査委員  小野寺 浩 一     

 

印西市監査委員  藤 代 武 雄     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度第１回定期監査 

 

【監査結果】 

指導事項１件 

課等名 指導事項 措置事項 

商工観光課  事務処理の不備による支払

遅延の事案が見受けられまし

たので、事務改善・確認体制の

強化を図り、再発防止に努めて

いただきたい。 

 指摘後、商工観光課内におい

て、支払い事務については、複

数名で支払い状況を確認する

ことを全職員に周知した。 

 今後は、このようなことがな

いよう適正な事務処理を行う

よう徹底した。 

 

 

措置結果通知日 令和２年５月２５日 


